
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

取扱金融機関 

（お申込み先） 

 

金融機関の市内（一部市外含む）本支店で取り扱っています 
 

◆足利銀行   ◆群馬銀行   ◆横浜銀行   ◆東和銀行 

◆桐生信用金庫  ◆しののめ信用金庫  ◆足利小山信用金庫 

◆ぐんまみらい信用組合 ◆商工組合中央金庫 ◆埼玉りそな銀行 
 
詳しくは別紙「取扱金融機関一覧」をご覧ください  

 

お問い合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
  

  

中小企業者向け 

桐生市制度融資のご案内 
 

令和８年度 

令和 8 年 4 月 1 日現在 

注 1 法人設立後間もなく、法人税が課税されていない場合は、代表者個人の完納証明が必要になります。 

注 2 金融機関により異なる場合がありますので、詳しくは取扱金融機関へご確認ください。 

注 3 保証協会の保証を付ける場合に必要となります。 

取扱金融機関 
桐生市 商工振興課 商業金融担当 

桐生市織姫町 1-1／ＴＥＬ：0277-32-4104 
または 

 桐生市では、中小企業者等の経営安定や成長・発展、起業を目指す人を支援する

ため、事業に必要な資金を円滑に調達することができるよう、各種融資制度を設けて

います。 

 桐生市制度融資は、市が金融機関に融資原資の一部を無利子で預け入れることによ

り、長期で低利、固定金利の融資が利用できます。また、事業者の負担を軽減する 

保証料補助制度も取り扱っておりますので、ぜひご利用ください。     桐生市ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ キノピー 

保証料補助制度  

 群馬県信用保証協会の保証を要する資金について、その保証料を補助します。 

        
〇小口資金 

〇経営安定資金 

〇設備資金 全額補助 

〇中心市街地空き店舗等活用支援資金 

※ただし、経営者保証をつけないことを事業者が選択した場合の上乗せ分保証料

は、補助対象外です。 

基準料率分の保証料の 80%を上限に 

保証料率 0.8%を補助 （県と市で補助） 
・・・・・ 

対象者  ※その他利用要件あり 
原則として、市内に事業所（店舗・

工場・事務所など）を置く以下の方 

○桐生市内在住の個人事業主 

 ○桐生市内に法人登記を置く

中小企業者 
 
※ただし、市内に事業実態がない場

合は対象外です。  
※市税（小口資金は市税及び県税）

の滞納がない方が対象です。 

◇借換制度および融資期間延長の特例措置の実施について 

 令和８年度においても以下の資金について借換および融資期間延長の特例措置を実施します。詳しくは別紙「桐生市制度融

の借換制度のご案内」、 「桐生市制度融資に係る期間延長の特例措置のご案内」をご覧ください。 

 【対象資金】 借換制度 ： 小口資金、経営安定資金、設備資金（※）、中心市街地空き店舗等活用支援資金（※）  ※経営安定資金での借換 

          期間延長の特例措置 ： 経営安定資金、設備資金、中心市街地空き店舗等活用支援資金 

桐生市中小企業者向け制度融資一覧（業歴別・使途別チャート） 

業 歴 主   な   使   途 分類 資　金　名

　同一事業を県内で1年以上継続している方の幅広い用途に Ａ
小 口 資 金
特別小口資金

　新規事業を行う際や先端技術の導入時、売上減少時の運転資金などに Ｂ
経営安定資金

（1～6）

　市内に設備を設置・購入、または増改築する場合などに Ｃ 設 備 資 金

　賞与支払い、季節商品仕入れなどに（夏季、年末） Ｅ 季 節 資 金

　これまで給与所得者であった方が市内で起業する場合などに Ｂ
経営安定資金

（7.起業者支援資金）

Ｄ

同
一
事
業
１
年
以
上
の

事
業
者

中心市街地空き店舗等
活用支援資金起

業
者

　市内中心市街地の空き店舗等を利用し事業を開始する場合などに

詳細は中面へ  ☞ 

◇制度融資を利用される際の留意点 

１ 申請にあたっては、計画の段階でご相談ください。申請前、または申請後にかかわらず融資の決定がされ

ないうちにその事業に着手した場合､融資の対象から除外されますのでご注意ください｡  
２ 融資制度は、それぞれ目的ごとに対象者及び資金使途が定められていますので、目的以外に利用すること

はできません。目的以外に利用した場合は、即時償還していただくことになります。  
３ 申請にあたっては、投資計画、利益計画、資金の償還計画などについて十分検討しておきましょう｡  
４ 保証協会の代位弁済による債務のある方、または金融機関との取引停止中の方は申請できません。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

特 別 小 口 資 金 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

先 端 技 術 等 振 興 資 金 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

起 業 者 支 援 資 金 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ 注3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

小 口 資 金

経 営 安 定 資 金

季 節 資 金

設 備 資 金

中 心 市 街 地 空 き 店 舗 等
活 用 支 援 資 金
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Ａ 小口資金 
保証協会保証：必須 

保証料：県と市で最大８割を補助 

県内で同一事業を１年以上継続されている方の幅広い用途に 

制度 資金使途 
融資期間上限 

（うち据置期間上限） 
利率上限 

年率 
限度額 

県
市
協
調 

１．運転資金 

２．設備資金 

運転 6 年（6 カ月） 

設備 8 年（6 カ月） 
1.７％ 

 

1,250 万円 

車両購入の場合 
所要経費の 90％以内 

◇黒字経営の小規模企業者（従業員数 20 人以下。商業・サービス業（娯楽業・宿泊業除く）は 5 人以下。）を対象とした特別小口
資金（無担保・無保証人）もあります。ただし、当資金を利用した場合は他の協会付融資は利用できません。（既に協会付融資を
利用中の場合も不可。） 

◇土地の購入には利用できません。 
 

Ｂ 経営安定資金             （一部     可） 
保証協会保証：必須 

保証料：市が全額補助  

新規事業を行う際や売上減少時の運転資金などに 

制度 資金使途 
融資期間上限 

（うち据置期間上限） 
利率上限 

年率 
限度額 

中
小
企
業
等
振
興
対
策
資
金 

１．業種転換資金             ＊ 

２．企業合同協業化資金          ＊ 

３．取引先倒産による経営不安防止資金 

４．受注、売上減少のための資金（注１） 

５．新規事業等を行うために必要とする資金 

 

6 年（１年） 

 

（注 2）    

8 年（１年） 

 

1.５％ 

 

1.８％ 

 

 

会社・個人 

2,000 万円 

 

中小企業等協同組合 

など 

3,000 万円 
６．先端技術振興資金           ＊ 

（注 3） 

１１年（２年） 

（注 3） 

2.1％ 

７．起業者支援資金            ＊ ６年（１年） 1.3％ 

 
1,000 万円 

所要経費の 80％以内 

◇設備用途での資金は資金使途１，２，６，７（＊）の場合のみ可能です。ただし、市内に設置する設備に限ります。 
注１:前年､２年前または３年前の同期と比較して、次の１）または ２）に該当する場合に適用可。 

     １）最近３か月の受注､売上または粗利が５％以上減少 
     ２）最近６か月の受注､売上または粗利が 10％以上減少 
注２:前年、2 年前もしくは３年前の同期と比較して、次の１）または ２）に該当する場合に適用可。  

     １）最近３か月 または 最近６か月の受注、売上もしくは粗利が 20％以上減少 
     ２）取引先の倒産により、今後６か月の受注、売上または粗利が 20％以上減少の見込み 
注 3:融資期間 8 年以下の場合、据置期間上限は 1 年。利率上限は 6 年以下の場合 1.5％、6 年超～8 年以下の場合 1.8％。 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ｃ 設備資金 
保証協会保証：必須 

保証料：市が全額補助 

市内に設備を設置・購入、または増改築する場合などに 

制度 資金使途 
融資期間上限 

（うち据置期間上限） 
利率上限 

年率 
限度額 

中
小
企
業
等
振
興
対
策
資
金 

１．店舗・工場・倉庫などの新、増改築及び購入など

に要する資金 
 
２．生産・販売等設備の設置改善に要する資金 
 
３．労働福祉施設・公害防止施設の設置改善に要する

資金 
 
４．中小企業等協同組合などが行う共同施設設備の

設置改善に要する資金 
 
５．上記に直接必要な土地購入資金 
 
６．事業用車両の購入に必要な資金  

７年（1 年） 

 

（注 3） 

10 年（１年） 

 

1.9％ 

 

 

2.2％ 

 

会社・個人 
3,000 万円 

 
中小企業等協同組合 

など 

5,000 万円 

 

所要経費の 90％以内 

◇設備資金で設置・購入した不動産については担保として提供いただきます。 
注３:公害防止資金及び融資額が 2,000 万円を超えるものについて適用可。 
 

Ｄ 中心市街地空き店舗等活用支援資金 
保証協会保証：必須 

保証料：市が全額補助  

市内中心市街地の空き店舗等を利用し事業を開始する場合などに 

制度 資金使途 
融資期間上限 

（うち据置期間上限） 
利率上限 

年率 
限度額 

中
小
企
業
等
振
興
対
策
資
金 

以下のいずれかに該当する中小企業者（会社または

個人）が、対象となる空き店舗等を利用し、事業を開

始するために必要な資金 
 

a．融資後１か月以内（法人の場合２か月以内）に 

事業を開始しようとするもの 

b．事業を開始してから１年未満のもの 

8 年（１年） 

 

1.０％ 

 

 

1,000 万円 

 

所要経費の 90％以内 

 

Ｅ 季節資金 
夏季：６月１日～８月３１日   

年末：11 月１日～１月３１日    

賞与支払い、季節商品仕入れなどの運転資金に 

制度 資金使途 融資期間上限 
利率上限 

年率 
限度額 

中
小
企
業
等 

 
 

 

振
興
対
策
資
金 

運転資金 ６カ月 

 

1.5％ 

 

 
 

1,000 万円 

 

◇保証協会の付保については金融機関と相談して決めていただきます。保証料補助はありません。 
 

 

 

 
 
 
 

※休日の場合、期間内の金融機関営業日 

★桐生市制度融資における中小企業者の範囲  
① 会社または個人であって、下表の資本金の額等または 

従業員数を満たすもの 
業種 資本金の額等 従業員数 

小売業 5 千万円以下 50 人以下 
サービス業 5 千万円以下 100 人以下 

卸売業 1 億円以下 100 人以下 
その他 3 億円以下 300 人以下 

② 中小企業等協同組合、商店街振興組合 
③ ①表中の従業員数を満たすＮＰＯ法人 

■小口資金は①または②に該当する方  
■桐生市振興対策資金は①～③のいずれかに該当する方 
（ただし、中心市街地空き店舗等活用支援資金は①のみ） 

★金融機関から市へ事前協議を要する案件  

Ａ 小口資金 

 
タクシ－、レンタカーを 
除く 3,5,7 ナンバーの 
車両購入※  

Ｂ 経営安定資金 先端技術等振興資金 

Ｃ 設備資金 車両購入※ 

Ｄ 中心市街地空き店舗
等活用支援資金 

 
全て 
融資決定前に保証協会へ
の事前相談も必要です  

※３,５,７ナンバーで本体価格が 300 万円を超える車両
の購入には利用できません。（融資対象外） 

 

■桐生市中小企業者向け制度融資は、原則として同一事業を１年以上（小口資金は県内で 1 年以上）継続して営業し
ている方を対象としています。ただし、起業者支援資金（B-7）、中心市街地空き店舗等活用支援資金（D）は除き
ます。 

■記載以外の保証や担保、保証人については金融機関と相談して決めていただきます。 

■本パンフレットは主な融資条件等を記載したものであり、条件によっては該当資金が利用できない場合がありま

す。またご利用には審査がございます。詳しくは桐生市商工振興課または取扱金融機関までお問い合わせください。 

設備 


